
航空自衛隊福江島分屯基地【防衛省職員（防衛技官）募集案内】 

◇勤務地・採用職種等◇ 

勤務地 採用職種 採用予定日 採用人数 

航空自衛隊福江島分屯基地 

第１５警戒隊 

〒853-0607 

長崎県五島市三井楽町嶽 770-1 

技能職員 

（電気） 

受付時におしらせ

します。 
１名 

 

◇受験資格◇ 

１ 平成１７年４月１日以前に生まれた者（令和６年３月３１日現在６０歳未満の者） 

２ 第３種電気主任技術者 

※次の欠格事項に該当する者は受験できません。 

(1) 日本の国籍を有しない者 

(2) 自衛隊法第３８条の規定により防衛省職員となることができない者 

〇  禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの 

  者 

〇  法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

〇  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体 

を結成し、又はこれに加入した者 

(3) 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心身衰弱を原因とす 

るもの以外） 

 

◇試験日程◇ 

試 験 日 受付時にお知らせします。 

試験内容 口述試験、身体検査 

試験会場 航空自衛隊福江島分屯基地（長崎県五島市三井楽町嶽 770-1） 

合格発表 試験時にお知らせします。 

 

◇応募書類・応募方法◇ 

応募書類 

紹介状（ハローワークで紹介を受けた方） 

航空自衛隊事務官等採用受験申込書（写真を貼付） 

（福江島分屯基地ホームページよりダウンロードして下さい。） 

返信用封筒１通（８４円切手を貼付し、返信先を記入） 

写真１枚（航空自衛隊事務官等採用受験申込書に貼付したものと同一のもの。） 

資格免許証等のコピー 

応募方法 郵送により受付期間中に必着。（直接、福江島分屯基地への持参は不可） 

受付期間 年間を通じて受付 

応 募 先 

〒８５３－０６０７ 

長崎県五島市三井楽町嶽 770-1 

航空自衛隊福江島分屯基地 第１５警戒隊 総括班 



◇採用後の身分等◇ 

 防衛省職員（防衛技官）（特別職国家公務員） 

 

◇給与◇ 

 行政職俸給表（二）を適用 

 月額１４３，８００円（最終学歴中卒の場合）～２２８，０００円（採用前の経歴によ

り決定します。） 

 

◇諸手当◇ 

 扶養手当・・・扶養親族のある者に支給。子月額 10,000円等 

 特地手当・・・離島その他の生活の著しく不便な地域に勤務する者等に支給 

        俸給等の 13％ 

 住居手当・・・借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者に、月額最高 28,000円 

 通勤手当・・・交通機関等を利用している者等に、定期券相当額 

        （１箇月当たり最高 55,000円） 

 期末・勤勉手当（ボーナス）・・・１年間に俸給等の約 4.40月分 

 

◇勤務時間及び休暇◇ 

 勤務時間：午前８時１５分から午後５時までの７時間４５分（休憩１時間） 

      土、日曜日及び祝日等の休日は休み。 

 休  暇：年次休暇（年２０日（１０月１日採用の場合５日）残日数は２０日を限度と

して翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇、介護休暇等があります。 

  

◇その他◇ 

 勤務時間中に、勤務による負傷等をした場合には、国家公務員災害補償法が適用されま 

す。 

応募書類については、返却しませんのでご了承ください。 

個人情報については、目的以外に使用することはありません。 

 

◇問い合わせ先◇ 

 ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

 （平日８時１５分～１７時まで） 

航空自衛隊福江島分屯基地 第１５警戒隊 総括班 

0959-84-2074（基地の交換につながりますので内線２０２又は２０３と伝えて下さ 

い。） 

担当：北澤、出口 


